
教育長 教育次長 公民館長 係　長 担　当 係　　　員

様式第1号（第2条、第8条関係）

使 用 許 可

使用料減免
三種町琴丘公民館（地区館）施設設備（備品） 　　申請書

令和 年 月 日

三種町教育委員会 様

申請者 住 所

団体名

氏 名　

℡

下記により公民館の施設設備を使用したいので許可されるよう申請します。

使 用 日 時
自 令和 年 月 日 　曜日 午前 ・ 後 時 分

至 令和 年 月 日 　曜日 午前 ・ 後 時 分

使 用 目 的

使用場所（備品 ）

使 用 者 区 分 　□　学生・一般　　　□　児童・生徒 使用予定人員 人

そ の 他
入場料徴収の有

無

三種町公民館使用規則第8条の規定により使用料の減免を受けたいので申請します。

減 免 の 理 由
（　）１．町内の官公署が公務のため使用するとき
（　）２．社会教育法第20条に関係する団体又は教育上奨励すべき目的のため
（　）３．その他特に教育長が必要と認めたとき

減 免 措 置 有　・　無 全部減免　・　一部減免（　　　％）

使用区分 使用料 減免額 減免後の使用料

円 円 円

円 円 円

※　申請者は、太枠欄のみ記入してください。

決
　
裁

使 用 料


